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①本業・副業を併せ長時間
　労働になり、本業への支
　障が出る可能性。
②当法人の情報が外部に漏
　洩する危険性。
③職員が結果的に長時間労
　働になり、健康被害が出
　る危険性。
④当法人は有資格者が多数
　であり、必然的に競業者
　への副業が多くなると考
　えられることから、利益
　相反となる場合等。

副業をすることで考えられる問題点

※但し、同法人内での同一業務は残業になります。
例）　看護師の方が副業として所定休日を活用して8時間勤務した場合
　※看護師の方：平日（クリニック看護業務）⇒休日（老健看護業務）　残業になります
　※看護師の方：平日（クリニック看護業務）⇒休日（特養介護業務）　副業になります


